
 

○参考 

建築基準法 

 

（報告、検査等） 

第７７条の３１ 国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると

認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し確認検査の業務に関し必要な報告を求め、又は

その職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他

の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

 

２ 特定行政庁は、その指揮監督の下にある建築主事が第６条第１項の規定による確認をする権限を有

する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定確認

検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又

は関係者に質問させることができる。 

 




